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◆自治基本条例の制定に向けて◆ 

  ９月市広報とあわせて全戸配付し、お知らせした名寄市自治基本条例（仮称）の素 

案に対して、９月１日～30 日の間に２名の方から５件のご意見と１件の質問をいただ 

きました。 

  今号で、いただいたご意見とそれらに対する考え方をお知らせします。 
 
【意見募集の方法】 

 （１）お知らせ文書及び素案の全戸配布（市広報９月号と同時配布） 
 （２）市ポータルサイト（ホームページ）による素案公表、意見募集 
 （３）意見提出箱設置箇所でのお知らせ文書及び素案の供覧 
 
【意見提出の方法】 

 （１）意見提出箱の設置 
     設置場所：名寄庁舎１階ロビー・風連庁舎１階ロビー・智恵分支所情報公開 

コーナー） 
 （２）持参、郵送、ファックス送信、電子メール 
 
【意見提出の実績】 

 （１）意見提出者 ２名（意見提出箱投函による） 
 （２）内容 意見 ５件、質問 １件 
                                  

【意見（要約）及び考え方】 

【１】【（条例全体）に関して】 

条例制定には賛意を表しますが、市民がこの条例制定の主旨を理解し、市政に参加する自 

覚を持たなければ、役に立たない条例となってしまうのではないか。行政の側が市民の協力が 

ないことを「出来ない」口実に使うのではないかと心配する。 

【考え方】 
この条例が制定されたからといって、すぐに全ての市民の意識が変わるわけではあり 

ませんが、この条例の継続的な周知とあわせて行政としての役割と責務を果たしていく 
なかで、できるだけ多くの市民がまちづくりに参加することもねらいとしています。 

  この条例の目的は、市民が主体のまちづくりの実現であり、そのための市民の権利や 
市民と市の役割や責務を示しています。しかし、市民が持つ権利を生かし、まちづくり 
に参加することは、あくまでも市民の意思によるものです。市民の協力がないからとい 
って、行政の役割と責務を放棄するものではありません。 

 
【２】【第２条関係（コミュニティの定義）に関して】 

町内会は、任意の団体であり、基礎的組織とするのであれば、加入を義務付けする必要が 

ある。 
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【３】【第３３条関係（コミュニティ支援）に関して】 

市民には、コミュニティへの参加義務を持たせる必要があると考え、第２項の次に「第３項町 

内会への加入は義務とし、住民登録と同時に加入させること」を追加する。 

【考え方】 

日常的なつながりを持つ地域性を重視し、町内会などの組織や集団を「コミュニテ 

ィ」と定義しており、まちづくりに関して、市民一人ひとりが持つ権利を生かすとと 

もに役割、責務を果たす重要な場と考えています。しかし、まちづくりはあくまで市 

民の意思による参加を基本としており、強制するものではないと考えていることから 

も、任意の団体である町内会への加入を義務付けることは、不適当と考えます。 

まちづくりにおける町内会の役割は大変重要なものと位置づけておりますので、市 

民がその意義を認識して、自主的に活動に参加するよう今後も啓発を行っていきます。 

 

【４】【第１７条関係（市職員の役割及び責務）に関して】 

第３項の次に「第４項コミュニティ活動に積極的に参加し、役割を担うものとする。」を追加す 

る。 

【考え方】 

「連携・協力（第８条）」では、市民及び市は、それぞれの役割と責務を分担し、相互 

理解のもと、連携・協力してまちづくりを進めることを規定しています。なかでも市の 

機関は、まちづくりの大きな部分を担っていることから、その具体的な業務を担う職員 

には、常に関係する市民相互の連携が図られるよう職務を遂行するものとしています。 

ご意見にあるコミュニティ活動は、職務を離れての活動を意図しているものと考えま 

すので、市職員の役割・責務として規定することは不適当だと考えます。 

   なお、多くのＯＢを含めた職員が、町内会活動に関わっているとともに、ＰＴＡの役 

員として、また子どもの健全育成のためのボランティア活動に携わっていると考えます 

が、今後も地域活動への職員参加を奨励していきます。 

 
【５】【その他の意見】 

国民年金基金の制度改正を望みます。          

【考え方】 
条例とは、直接関係ないご意見と判断しますが、参考とさせていただきます。 

 
【６】【疑問 第１２条関係（市民の責務）に関して】 

負担は税だけか、現在も町内会費等二重、三重の負担となっている。（社会福祉協議会や交 

通安全協会、防犯等々の会費） 

【考え方】 

より良いまちづくりを進めるための必要なことについて、市税だけでなく、たとえば 

安心安全のための活動に携わるといったことも含めて「相応の負担」と表しています。 

  


